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１ はじめに 
 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、全ての教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執
行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに、公表することとされて
います。 
 埼玉県教育委員会（以下「県教育委員会」という。）では、同法に基づき、効果的な教育行政の推進に資するととも
に、県民への説明責任を果たすため、このたび、教育委員会の事務に関する点検評価（以下「点検評価」という。）を
実施し、報告書にまとめました。 

 
２ 点検評価の対象及び方法 
 
 （１）点検評価の対象 

  令和５年度埼玉県教育行政重点施策及び「第３期埼玉県教育振興基本計画」（以下「第３期計画」という。）の主
な事業を対象として、点検評価を行いました。 

 
 （２）点検評価の方法 

  まず、各事業の取組状況や指標の達成状況を踏まえて自己評価を行い、成果や課題、今後の展望を明らかにし、
第３期計画に掲げる施策（全30施策のうち、知事部局が所管する３施策を除く、県教育委員会所管の 27施策）ごと
にまとめました。 

  次に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育に関し学識経験を有する方（以下「学識経験者」
という。）から、各事業の取組状況等や自己評価に対して、意見・提言を頂きました。 

  学識経験者には次の方々に就任していただきました。（五十音順、敬称略）  
 
 
 

 
   

氏 名 役 職 

小野 奈生子 共栄大学教育学部 教授 

澤田 修 一般社団法人埼玉県商工会議所連合会  常務理事兼事務局長 
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３ 点検評価結果の構成 
 
 （１）目標・施策・主な取組 

  第３期計画における目標、施策（施策番号・施策名）、主な取組（計画策定後の新たな行政課題に係る取組を含
む。）を記載しています。 

 
 （２）主な事業 

  事業名、予算額、事業の概要・実績、事業の自己評価、担当課を記載しています。（担当課の略称については、別

表「課名略称一覧」参照） 
 
 （３）施策指標の達成状況・原因分析 

  施策ごとに設定した指標について、計画策定時の状況及び令和元年度以降の達成状況を、年度目標値とともに記
載しています。また、指標の達成状況について担当課による原因分析を記載しています。 

 
 （４）学識経験者の意見・提言 

  学識経験者から頂いた意見・提言を記載しています。  

 
 （５）今後の取組 

  事業の自己評価、施策指標の達成状況、学識経験者の意見・提言を踏まえ、担当課ごとに記載しています。 
 
 別表  
  課名略称一覧 

課名 略称 課名 略称 課名 略称 課名 略称 

総務課 総務 文化財・博物館課 文博 保健体育課 保体 教職員採用課 採用 

財務課 財務 県立学校人事課 県人 ＩＣＴ教育推進課 ＩＣＴ 生徒指導課 生指 

教職員課 教職 高校教育指導課 高指 人権教育課 人権   

福利課 福利 魅力ある高校づくり課 魅力  小中学校人事課 小中   

生涯学習推進課 生推 特別支援教育課 特教  義務教育指導課 義指   

 


